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午前10時00分開会 

○議長（三  良人）  おはようございます。中嶋町長最後の定例会になっておりますので、しっ

かりと意見を出していただきたいと思います。 

 開会前に、広報特別委員会より会期中の議場内写真撮影の申し出があっており、許可したいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 ただいまから平成３０年第１回須恵町議会定例会を開会します。 

 ここで、児玉求君より３月７日までの欠席の届け出が出ておりますので、御報告します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 まず、議会運営委員会の経過報告を求めます。１１番、原野敏彦君。 

○議会運営委員長（原野 敏彦）  おはようございます。平成３０年第１回定例会議会運営委員会

の協議結果を報告いたします。 

 ２月２３日午前１０時より議会運営委員会を開催し、平成３０年第１回定例会の運営について

協議、討論いたしました。 

 今回提出された議案は１９件、町長諸報告５件、閉会中の組合議会報告４件でございます。 

 会期は、本日３月２日から３月２０日までの１９日間としております。 

 委員会付託につきましては、総務建設産業委員会４件、文教厚生委員会６件、予算審査特別委

員会７件で、議案第２３号から議案第２８号までの平成３０年度当初予算については一括議題と

いたします。また、議案第１０号は提案理由の説明後、質疑、討論、採決、議案第２２号は人事

案件でありますので、討論を省略し、採決を行います。 

 次に、日程についてですが、中本会議を３月７日午前１０時から、終了後、全員協議会、８日

は午前９時から工事現場視察、終了後、各常任委員会、一般質問は１２日午前９時から行います。

３月２０日が最終本会議で、終了後に広報特別委員会を開催いたします。 

 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定について

○議長（三  良人）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第１回定例会の会期を、本日から３月２０日までの１９日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、第１回定例会の会期を、本日から３月

２０日までの１９日間と決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会議録署名議員の指名について
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○議長（三  良人）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、９番議員、１０番議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．町長諸報告

○議長（三  良人）  日程第３、町長の諸報告を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  ３月議会を招集しましたところ、私にとりましては６４回目の議会という

ことになります。全員おそろいでと言いたいところでございますが、１名の欠席がございまして

残念でございますが、それでは諸報告を申し上げます。 

平成３０年度一般会計当初予算について  

 平成３０年度一般会計当初予算の説明をいたします。 

 平成３０年度、一般会計の歳入歳出当初予算は８０億円で、前年度当初と比較いたしますと

３億５,０００万円の減額、伸び率はマイナスの４.２％でございます。これは今回選挙がござい

ますので経常的な経費を上げておるということで、補正要素が多分に出てくるということになり

ます。 

 まず、歳入予算でございますが、町税につきましては、個人町民税は３.０％の増、法人町民

税は６.６％の増、固定資産税につきましては、０.８％の増となっております。町全体といたし

ましては、町税として１.６％の増、４,４００万円余りの増収を見込んでおります。 

 国家予算の約２割を占めます地方交付税でございますが、平成３０年度の地方財政計画におい

ては、地方交付税の出口ベースで交付額は、２９年度比として２.０％減を見込んで計上してお

りますことから、本町への交付税は１８億４,０００万円、一番多いころで２４億円、一番少な

いときで１７億円というのがあったわけでございますが、それに次ぐ低い交付税の額、それは自

主財源と申しますか税収が伸びてきておるという関係と災害等の問題が起こってるということで、

交付税の税収を少なく見込んでおります。 

 次に、国庫支出金につきましては、１.２％の減、８億６,０００万円程度を見込んでおります。 

 町債につきましては、臨時財政対策債を３％減の３億２,０００万円計上いたしております。 

 そのほかに、第三小学校校舎改修工事、（仮称）多目的公園整備事業、防災行政無線整備事業、

道路改良事業などに合計で４億４,４５０万円計上いたしております。 

 なお、歳入歳出収支不足の財源措置としましては、財政調整基金から繰入金２億５,０００万

円で対応いたしております。 

 次に、歳出予算でございますが、まず義務的経費の人件費でございますが、先に職員数の状況

を報告しますと、２９年度の退職者が５名、採用職員は３０年１月に２人、４月に４人となりま

して、全職員数は前年度から１人増の１４９人になります。再任用職員５名を合わせますと
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１５４人になるわけでございます。 

 一般会計におきまして、平均年齢は前年度から１歳上がりまして３９歳になります。平均給料

月額は、そのことによって３,７６１円上がっております。 

 維持補修は小中学校の修繕など６００万円の減により、８.４％の減になっております。 

 補助費等については、認定こども園のいわゆる明道館の実質負担金が６,７００万円の増、粕

屋南部消防本部負担金が２,７００万円の増などがあります。起債の償還時により、須恵町外二

ヶ町清掃施設組合負担金が１億７００万円の減となっており、５.２％の減となっております。 

 毎年増加を続けております扶助費につきましては、障害者支援費・自立支援給付費が

２,３００万円の増、須恵めぐみ保育園及びわかすぎの杜保育園の保育実施委託料が合わせて

１,５００万円の増などにより、１.１％の増となっております。 

 物件費は、保育士派遣業務委託料が７００万円の増、新規で議場システムリースに９００万円

などにより、１.８％の増となっております。 

 次に、施設整備、基盤整備事業のいわゆる普通建設事業でございますが、須恵第三小学校校舎

外壁・防水改修に８,５００万円、須恵町多目的公園造成に３,０００万円、国の社会資本整備総

合交付金を活用しての道路橋梁の改良補修事業に５,４００万円を計上いたしております。交通

の安全確保、あるいは生活環境の維持、向上を図ってまいりたいと思っております。 

 また、防災関係につきましては、交付税措置のある起債を活用して防災行政無線のデジタル化

による再整備及び庁舎の非常用電源装置の改修を平成３０年度に実施設計、３１年度に施工を行

い防災機能の向上を図っております。 

 最後に繰出金でございますが、公共下水道事業特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険広

域連合ほかの繰出金など、合わせまして１２億９,２００万円を計上いたしております。 

 以上、平成３０年度の一般会計当初予算の報告でございますが、事業費は最小限に抑え、本年

度も「不要」「不急」の予算は削減いたして、必要とされる施策や事業につきましては、積極的

に取り組んで予算編成をいたしてきたものと思っております。 

 町民一人一人が誇りと愛着をもって生きがいを実感できる、安全安心な魅力あるまちづくりに

邁進してまいりたいと思いますので、今後とも、議員各位を初め、町民の皆様に御理解と御協力

をいただきますことをあわせてお願い申し上げます。 

平成３０年度国民健康保険特別会計当初予算について  

 次に、国民健康保険特別会計当初予算についてでございます。 

 平成３０年度国民健康保険特別会計当初予算でございますが、予算総額は３０億３,０００万

円、前年度に比較して率で２０.６％、金額で７億８,６００万円の大幅減となっています。 

 平成３０年度は、県が国民健康保険の財源運営の主体となる制度改革の初年度になります。今
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まで直接町の歳入で計上してまいりました国庫支出金、診療報酬支払基金・国保連合会からの交

付金、歳出に計上してまいりました同団体への納付金、拠出金等が県の国民健康保険特別会計で

管理されることになり、町の財政規模は大幅に縮小されております。 

 ３０年度須恵町の国民健康保険の平均被保険者数は、後期高齢者医療制度への移行、あるいは

社会保険への加入などによりまして、この１年で約２８０人が減少し、６,２００人ほどとなる

見込みで、予算編成をいたしております。 

 具体的には、歳出におきましては、保険給付費を対前年度比１億１,０００万円減額、新規に

県内の保険料収納必要額を市町村ごとに調整した国民健康保険事業費納付金を７億４,０００万

円予算計上いたしております。 

 歳入におきましては、国民健康保険税は、県が市町村ごとに示しました本来の税率、標準保険

税率を参考にした結果、対前年度比１,４００万円の減額となり、保険給付に必要な費用を県が

市町村に支払う保険給付費等交付金を新規に２２億４,０００万円予算計上いたしております。 

 今回の制度改正により、多額な公費が投入され、県が財政運営主体となることにより、一般会

計からの赤字補填は当初予算ベースで対前年度比９,９００万円の減額となりました。 

 今後は、住民に一番身近な市町村はこれまでどおり資格管理、保険給付、保険税率の決定及び

賦課・徴収、保健事業の実施等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き行うこととなりますが、

県と連携し、より一層収支両面にわたる効率的かつ効果的な取り組みに努めてまいりますので、

今後とも議員各位の変わらぬ御支援御指導を賜りますようよろしくお願いいたします。 

平成３０年度水道事業会計予算について  

 次に、平成３０年度水道会計予算でございますが、収益的収支予算の収入額は６億

４,７５５万２,０００円で、前年比０.９％の増、金額にして５８９万円の増でございます。こ

れは水道申込み加入金の増によるものでございます。 

 支出額は５億７,３３９万７,０００円で、前年度比３.３％の増、金額にして１,８２５万

３,０００円の増でございます。 

 これは、減価償却費、配水管等施設改良工事により設置された施設及び機械の減価償却が開始

したことによるもの、また水道企業団からの受水費の軽減措置が終了したことによる増でござい

ます。３０年度の収支は７,４１５万５,０００円の利益剰余金が見込まれております。 

 次に、資本的収支予算の収入額でございますが３,５００万円で、前年度比８５.５％の減、こ

れは配水施設改良に伴う企業債及び国庫補助金の減によるものでございます。 

 支出額は２億３,７７３万６,０００円で、前年度比３９.３％の減でございます。配水管施設

改良費の減によるものでございます。不足する額２億２７３万６,０００円は、損益勘定留保資

金で補填するものでございます。 
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 水源の汚染防止を図り、良質な水を安定的に供給できますよう、下水道工事に伴う工事を主と

して施設改良費を計上しておりますので、よろしくお願いいたします。 

自然食普及センター販売所の通称名決定及び共生のまちづくりの事務所移動について  

 次に、自然食普及センター販売所の通称名が決定いたしましたので、またそれと共生のまちづ

くりの事務所が移転することについて報告させていただきます。 

 このたび、自然食普及センター販売所の通称名、愛称と申しますか、が決定いたしましたので

御報告を申し上げます。 

 自然食普及センターが、町内外のたくさんの方々の利用のおかげで、３０年間以上続いており

ますことに大変感謝いたしております。 

 昭和５４年全国でも珍しい健康課を設置し、食からの健康づくりを柱として、昭和５９年に自

然食普及センターをオープンいたしました。これからも町民皆様に安心安全な食材等を供給でき

るよう、そして今まで以上に親しんでいただき魅力を感じていただくために、昨年１２月の広報

すえで通称名を募集いたしました。応募の中から、厳選なる審査により、自然を意味するナチュ

ラルと須恵町のすえを合わせた「なちゅらす」に決定いたしました。また、店の出入り口をより

入りやすいように位置を変更したりとリニューアルしております。 

 引き続き「なちゅらす」では、須恵町の特産である養生味噌・有精卵・お茶・だしの素・油・

歯磨き等４００種以上もの商品をそろえて販売いたしております。ぜひ議員の皆様方も「なちゅ

らす」へ足を運んでいただきますようお願い申し上げます。 

 須恵町共生のまちづくり推進協議会の事務局が平成３０年４月１日をもって、現在オイコス

１階事務所から２階へ移動することになりました。 

 須恵町共生のまちづくり推進協議会とは、オイコスの設立と同時に立ち上げられ、町民の自発

的なボランティア活動を促進し、ボランティア団体の管理運営組織としてその役割を持っており

ます。今後もボランティア団体の拠点として活動していただきたいと考えております。 

敬老祝い金７０歳廃止理由について  

 最後に、敬老祝い金７０歳の廃止についてでございます。 

 本町は、昭和４３年より高齢者に敬老の意を表し、老人の福祉を図ることを目的として敬老祝

い金を支給してまいりましたが、平均寿命の向上・社会情勢等の変化に伴い、高齢者の概念は変

わりつつあります。安倍首相が提唱いたします働き方改革では、高齢者が健康で、意欲と能力あ

る限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現を目指しており、７０歳でも現役

で働いている高齢者はたくさんおられます。 

 本町の考えとしては、７０歳を高齢者として捉えるものではなくて、あくまでも現役の社会の

担い手として考えております。また、糟屋地区内においても７０歳を対象としていますのは本町
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と新宮町のみとなっておることから、来年度は支給対象から７０歳を外すようにいたしました。 

 あわせて障害者福祉手当も廃止いたします。これは身障者会の会長に報告了解済でございます。

そのことによって、約９００万円の予算額が少なくなるということでございます。 

 障害者福祉手当というのは、須恵町だけが今までも払っておったというものでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより、町長の諸報告に対する質問に入りますが、議案に関係のある事

項につきましては、提案のときにあわせて質問をお願いします。 

 町長の諸報告に対する質問に入ります。質問はありませんか。──質問なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議会報告

○議長（三  良人）  日程第４、これより議会報告に入ります。 

 なお、組合議会報告につきましては、議案審議内容だけを簡潔に御報告していただきますよう

お願いします。 

 まず、閉会中に北筑昇華苑組合議会が開催されておりますので、組合議員の報告を求めます。

８番、猪谷繁幸君。 

○議員（８番 猪谷 繁幸）  おはようございます。北筑昇華苑組合の議会報告をさせていただき

ます。 

 平成３０年２月７日に古賀市役所会議室において、第１回定例会が開催されました。 

 第１号議案福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について、平成３０年３月３１日限り、

豊前広域環境施設組合が解散されることに伴い規約を変更するため、地方自治法第２９０条の規

定により議会の議決を求めるもので、全員賛成で可決されました。 

 第２号議案平成２９年度北筑昇華苑組合会計補正予算（第１号）については、歳入歳出予算の

増額にそれぞれ３,３４４万４,０００円を増額し、歳入歳出それぞれ２億８,６２２万

９,０００円とするもので、これは前年度決算額における繰越金の決定による増などで、全員賛

成で可決されました。 

 第３号議案平成３０年度北筑昇華苑組合会計予算については、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

２億５,９１７万円６,０００円と定めるもので、前年度予算比６３９万１,０００円の増で、主

な要因は、歳入において前年度の火葬件数がふえたため葬祭場使用料の増、歳出では火葬予約シ

ステムの導入委託などの増によるもので、全員賛成で可決されました。 

 なお、詳細につきましては議員控室差に置いてありますので、御参照ください。 

 以上、北筑昇華苑の議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、粕屋南部消防組合議会の報告を求めます。９番、田原重美君。 
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○議員（９番 田原 重美）  おはようございます。粕屋南部消防組合議会報告をさせていただき

ます。 

 平成３０年２月１５日に粕屋南部消防本部において第１回定例会が開催されましたので、報告

いたします。 

 議事日程については、お手元の資料のとおりでございます。 

 議案第１号粕屋南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、

人事院勧告に基づき、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公

布されたため、職員の給料月額及び諸手当等の改正を行うもので、全員賛成で可決しました。 

 議案第２号粕屋南部消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い条例の一部を改正するもので、

全員賛成で可決しました。 

 議案第３号粕屋南部消防組合手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定については、地方公

共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正により手数料の標準額が改定されたため条例の一

部を改正するもので、消防法の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所等の設置許可申請に対する

審査や完成前検査など手数料の改正ですが、南部消防署管内には当該対象となるタンクはありま

せん。全員賛成で可決しました。 

 議案第４号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び福岡県市町

村職員退職手当組合規約の変更については、平成３０年３月３１日限り、豊前広域環境施設組合

が解散されることに伴い規約を変更するため、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を

求めるもので、全員賛成で可決しました。 

 議案第５号平成２９年度粕屋南部消防組合一般会計補正予算（第２号）については、歳入歳出

予算の総額からそれぞれ４,２７３万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

２３億５,６０５万８,０００円とするものです。 

 主なものとして、歳出の消防費において、県防災行政無線整備負担金では計画年度の延長によ

り、共同運用整備負担金では事業執行残により減額、消防車両寄贈による備品購入費の減額とな

っております。 

 なお、２９年度分の須恵町の分担金については６０３万６,８８８円の減額となります。全員

賛成で可決しました。 

 議案第６号平成２９年度粕屋南部消防組合粕屋中南部休日診療所事業特別会計補正予算（第

１号）については、歳入歳出予算の総額にそれぞれ４１４万７,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ４,００１万５,０００円とするものです。 

 これは、前年度決算額における繰越金の決定による増及び年度末における決算見込みによる減
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額となっています。全員賛成で可決しました。 

 議案第７号平成３０年度粕屋南部消防組合一般会計歳入歳出予算については、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ２２億７,２１７万４,０００円と定めるもので、前年度と比べ１億２,６２１万

６,０００円の減となっています。 

 減額の主なものとして、消防費の備品購入費で、車両更新が平成２９年度までで終了しており、

３０年度予算の計上がないためとなっています。 

 ３０年度分の須恵町の分担金は３億１,０３６万７,５９８円となっています。 

 消防費の委託料、はしご車オーバーホールでは、はしご車のワイヤーは目視で点検するのかと

の質疑、また５年を経過するだけでの取りかえは中止してほしい、取りかえた場合はワイヤーを

引き取り、売却して少しでも経費を浮かせるべきではとの意見がありました。 

 そのほか、福岡市に一本化した指令センターの稼働により、これまで南部消防署の指令セン

ターに従事していた職員について質疑があり、南部消防組合の通信指令業務は３名の３交代制で

９名、そのうち３名を消防通信指令業務委託として福岡市に派遣し、残り６名については配置転

換しているとの回答があり、全員賛成で可決しました。 

 議案第８号平成３０年度粕屋南部消防組合粕屋中南部休日診療所事業特別会計歳入歳出予算に

ついては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４,９６０万６,０００円と定めるもので、前年度と比

べ１,３７３万８,０００円の増となっています。 

 歳入の繰入金１,５００万については、繰入金額が多いのではないかとの質疑があり、休日診

療所事業は収入額に対し支出額が増加しており、９割以上が診療報酬額である。毎年１１月から

２月にインフルエンザの流行による患者数が増加しているが、医療報酬は２から３カ月後の支払

いとなるため、医師、看護師などの給与支払いが困難になりつつあり、毎年３００万円ほどの補

正を行っている状況。３０年度は基金を取り崩し繰入金に充てているとの回答があり、全員賛成

で可決しました。 

 一般質問では、粕屋町田川議員より、「第５次粕屋南部消防組合消防力整備計画」の実施計画

に基づく取り組みと進捗状況について質問がなされ、施設体系に沿った進捗状況等の答弁があり

ました。 

 なお、須恵町の平成２９年火災・救助・救急状況は、火災３件（前年度比４件減）、救助

１４件（前年比８件増）、救急１,１５３件（前年比５件増）となっています。 

 詳細につきましては議員控室に資料を置いていますので、御参照いただきますようよろしくお

願いいたします。 

 以上、粕屋南部消防組合議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告を求めます。１２番、
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三上政義君。 

○議員（１２番 三上 政義）  おはようございます。糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会報告

をさせていただきます。 

 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合において、平成３０年１月３１日に第１回臨時会、２月

２７日に第１回定例会が開催されました。 

 議事日程については、お手元の資料のとおりでございます。 

 第１回臨時会、選挙第１号糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会議長の選挙については、指名

推選により、私三上政義が当選、選挙第２号糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の副議長選挙

については、福岡市の鶴田博氏が当選しました。 

 議案第１号糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合監査委員の選任については、久山町阿部哲氏で、

全員賛成で同意しました。 

 第１回定例会、議案第２号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更については、平成３０年３月３１日限り、豊前広

域環境施設組合が解散されることに伴い、規約を変更するため議会の議決を求めるもので、全員

賛成で可決しました。 

 議案第３号平成２９年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計補正予算（第２号）につい

ては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ５７６万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

８,５３１万８,０００円とするもので、事業費において宇美事業区における森林作業道工事の中

止などにより減額となっております。全員賛成で可決いたしました。 

 議案第３号は、平成３０年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計予算について、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ６,３１１万８,０００円と定めるもので、前年度予算額と比べ

１,１７０万８,０００円の減となっています。これも事業費において、森林作業道開設工事量の

減によるものとなっております。全員賛成で可決いたしました。 

 なお、詳細につきましては議員控室に資料を置いておりますので、御参照いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

 以上、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、須恵町外二ヶ町清掃施設組合議会の報告を求めます。１４番、今村

桂子君。 

○議員（１４番 今村 桂子）  平成３０年２月２７日第１回定例会が開催されました。 

 組合長報告では、し尿処理施設酒水園について、放流水は安定した水質が維持されており、平

成２８年１１月から平成２９年１０月までの１年間に１万２,９９８キロリットルのし尿を処理

しております。前年度同期比較１,１５５.３キロリットル、約８.１６％減量、管理経費を削減
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しながら順調に処理業務が行われています。今後も状況に応じた対策、修繕を行いながら処理業

務を行っていきます。 

 クリーンパークわかすぎの運営・管理については、ＲＤＦ施設及びリサイクルプラザともに順

調に稼働していますが、施設が１６年目となり老朽化が進んでいるため、点検・維持補修を繰り

返しながら操業しています。 

 ＲＤＦ施設では、平成２８年１１月から平成２９年１０月までの１年間に４万

３,１２５.５３トンの可燃ごみを処理し、約２万５,０００トンのＲＤＦを大牟田リサイクル発

電所へ搬出しています。 

 リサイクルプラザでは、同期間に２,６１５.５１トンの不燃・粗大ごみを処理しており、平成

２９年４月から平成３０年１月分まででアルミ缶・スチール缶合わせて約１１８トン、ペットボ

トル約１５８トン、破砕鉄、その他金属類約５０１トンを資源有価物として売却し、約

３,４００万円の売却益が出ています。 

 大牟田リサイクル発電事業関連については、平成３０年１月２３日に第１回運営協議会が行わ

れ、平成３０年度事業計画案に対し、加入組合全員賛成により可決され、あわせて平成３１年度

以降３４年度までの長期事業計画については、毎年見直しを行うとの説明がありました。 

 またこの決定により、平成３０年度のＲＤＦ処理委託料単価は平成２９年度のトン当たり１万

５００円から７,１５０円となり、３,３５０円の減額となりました。 

 事業延長に関する地元対策事業については、平成２８年度から３カ年で終了する予定で進めて

おり、平成３０年度が最終年度との報告がありました。 

 続きまして議案ですが、議案第２号平成２９年度須恵町外二ヶ町清掃施設組合一般会計補正予

算について。 

 主なものとしては、歳入は構成町３町分担金の減額、志免町、宇美町２町の受託事業収入の減

額となっています。 

 須恵町負担金につきましては８２４万円の減額となっております。 

 歳出では、決算見込みによる一般管理費、需用費、委託料の減、衛生費、薬品費減額補正が主

なもので、全員賛成で可決しています。 

 議案第３号平成３０年度須恵町外二ヶ町清掃施設組合一般会計予算、歳入歳出予算の総額はそ

れぞれ１７億３,５３１万８,０００円で、前年度比３億９,０８４万８,０００円の減、

１８.３８％の減額となっています。 

 須恵町の分担金は３億５,８７５万２,０００円で、前年度比１億７１３万６,０００円減額と

なっています。全員賛成で可決しています。 

 議案第４号須恵町外二ヶ町清掃施設組合財政調整基金条例の制定についての提案がされました。 
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 大牟田リサイクル発電事業が平成３２年度末に事業終了することが決定され、その解体等の事

業費を基金として積み立てる目的の基金条例です。 

 議案第５号須恵町外二ヶ町清掃施設組合長期継続契約に関する条例の制定については、組合に

おいて長期継続契約に関する条例がなかったためこれを制定し、事務用機器や車両、施設の保守

管理業務等の委託契約に運用する目的です。 

 議案第４号、第５号、それぞれ全員賛成で可決しています。 

 なお、議案書等は控室に置いておりますので御参照ください。 

○議長（三  良人）  その他、閉会中の活動につきましては、議席に資料を配付しておりますの

で、報告を省略します。 

 議会報告が終わりましたので、これより質問に入ります。質問はありませんか。──質問なし

と認めます。 

 これより議事に入りますが、議案第１０号及び議案第２２号は、議会運営委員会報告にもあり

ましたように、提案理由の説明後、本日採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、本日採決することに決定しました。 

 次に、一括議題についてお諮りします。議案第２３号から議案第２８号は、それぞれ関連議案

でありますので、一括議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１０号

○議長（三  良人）  日程第５、議案第１０号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。満行総務課理事。 

○総務課理事（満行  誠）  おはようございます。議案書は１ページをお願いします。 

 議案第１０号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び福岡県市

町村職員退職手当組合規約の変更についてでございます。 

 提案理由としまして、平成３０年３月３１日限りで当該組合の構成団体であります豊前広域環

境施設組合が解散されることに伴い、組合規約を変更するため本議会の議決を求めるものでござ

います。 

 ３ページの新旧対照表をお願いします。 

 まず別表第１は、第２条関係で組合を組織する地方公共団体を掲げるものです。別表第２は第
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５条関係で、組合議会議員の定数及び選挙の方法を掲げるものです。いずれも下線部分のとおり、

豊前広域環境施設組合を各表から削るものです。 

 前のページ、２ページに戻っていただきまして附則のところです。この規約は、平成３０年

４月１日から施行する。 

 以上のとおりよろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第１０号について採決に入ります。議案第１０号を

原案のとおり可決することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第１０号福岡県市町村職員退職手当組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更については、

原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１１号

○議長（三  良人）  日程第６、議案第１１号町道路線の認定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。甲木都市整備課長。 

○都市整備課長（甲木 圭二）  おはようございます。議案書は４ページをお願いいたします。 

 議案第１１号町道路線の認定について。 

 道路法第８条第２項の規定により、別紙町道路線を認定したいので本議会の議決を求めるもの

です。 

 提案理由といたしましては、町道路線網の整備を図るため町道路線の認定の必要が生じたので

提案するもので、今回路線の認定は４路線でございます。 

 次の、議案書５ページをお願いします。 

 図面番号①路線番号、その他の町道６８９、路線名須恵・上の原２号線、起点、須恵字上原

９８０番１６地先から、終点、須恵字上原９８０番１２地先まで、延長３４.６メートル、最大

幅員１２.８メートル、最小幅員６.０メートル、認定理由は一般公共道路として新規認定のため

でございます。 

 ほか３路線の認定につきましては、議案書記載のとおりでございます。 

 図面番号①から③につきましては現在町が維持管理を行っており、現地精査の結果、新規認定

を行うものでございます。 

 図面番号④につきましては、平成１９年に福岡県から移管を受け、町道須恵・粕屋線として認
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定をしておりましたが、車道と歩道の間にＪＲの軌道敷があるため、車道部、歩道部を切り分け、

歩道部のみを甲植木駅前４号線として単独認定するものでございます。 

 路線図を９ページに添付いたしております。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第１１号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１１号町道路線の認定についてを

総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第１２号

○議長（三  良人）  日程第７、議案第１２号平成２９年度須恵町一般会計補正予算（第６号）

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。満行総務課理事。 

○総務課理事（満行  誠）  議案書は１０ページをお願いします。 

 議案第１２号平成２９年度須恵町一般会計補正予算（第６号）について。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出するので、本議会の議決を求め

るものです。 

 内容につきましては、別冊の平成２９年度歳入歳出補正予算書で説明をいたします。別冊の

１ページをお願いいたします。 

 平成２９年度須恵町一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億１,１２５万５,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８４億５,５０８万円とするものです。 

 第２項では、第１表で歳入歳出予算補正を、続く第２条では、第２表地方債補正で変更をいた

します。 

 次の２ページをお願いします。 

 第１表の歳入歳出予算補正の歳入でございます。 

 年度末の補正でございますので、地方交付税を初め国、県補助金、町債など、決定額あるいは

それに近い形での増減補正を全体的に計上しております。 

 ９款から２０款までございますが、主なものを申し上げます。 
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 ９款１項地方交付税は、普通交付税と特別交付税があるわけですが、ここでは既に決定されて

おります普通交付税額１７億３,７２１万円に合わせまして３,７２１万円を増額補正しておりま

す。 

 １３款１項国庫負担金１,１９７万４,０００円の減額は、主に児童手当に係る減額でございま

す。 

 ２項国庫補助金は、社会資本整備総合交付金４,０２４万円に合わせまして２,３０１万円の減

額としております。 

 １６款１項寄附金１,１５２万１,０００円は、主にふるさと応援寄附金の増額をしております。 

 １８款１項繰越金は、前年度決算収支額２億５,９２９万７,０００円に合わせまして、

７,１１４万４,０００円の増額補正をしております。 

 そうしまして、これまで歳入予算不足を賄っておりました１７款１項の繰入金でございますが、

財政調整基金の取り崩し、およそ５億１,０００万円としておったところを２億円弱までに抑え、

減額３億１,２１０万円の減額補正を行っております。 

 次の３ページをお願いします。歳出でございます。 

 全体的に、年度末の決算見込みからの予算執行残、不用額の減額を行っております。主だった

ところを御説明いたします。 

 ２款１項総務管理費１,１０５万４,０００円の減額は、総務課及びまちづくり課予算の不用額

になります。 

 ４項選挙費１２４万６,０００円は、４月の町長選挙関係の予算で、この３月に係る経費を計

上いたしております。 

 ３款民生費の主な減額は、後期高齢者医療療養給付費負担金、児童手当、保育士・幼稚園教諭

等の臨時雇い賃金などでございます。 

 ４款衛生費の主な減額は、清掃施設組合負担金の減額になります。 

 ６款農林水産業費では、旅石地区水路改良工事請負費執行残の減額。 

 ８款土木費では、道路新設改良及び公共下水道事業特別会計への繰出金の減額でございます。 

 ９款消防費、１０款教育費、１２款公債費も同様に、賃金、委託料、工事請負費、負担金、補

助金などの執行残、不用額の減額補正をしております。 

 続きまして、５ページをお願いします。 

 第２表地方債補正でございます。 

 これは、歳入の補正予算、２０款の町債の減額７,８５２万３,０００円の内容になります。 

 既に決定されております臨時財政対策債及び３件の事業費減に伴います起債、合計４件の地方

債限度額を表のとおり変更し、減額するものです。 
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 起債の方法、利率等に変更はございません。 

 以上のとおり、本議会に提出いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第１２号を議長を除く１３人で構成する予

算審査特別委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１２号平成２９年度須恵町一般会

計補正予算（第６号）を予算審査特別委員会に付託します。 

 なお、正副委員長については、調整ができておりますので報告します。 

 委員長に今村桂子君、副委員長に松山力弥君であります。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第１３号

○議長（三  良人）  日程第８、議案第１３号平成２９年度須恵町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。梅野住民課長。 

○住民課長（梅野  猛）  議案書の１１ページをお願いします。 

 議案第１３号平成２９年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてでござい

ます。 

 地方自治法の規定により別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものです。 

 内容につきましては、別冊の平成２９年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。 

 補正予算書の３６ページをお願いいたします。 

 平成２９年度須恵町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出の予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額からそれぞれ１億２２６万１,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を３７億１,４０９万５,０００円とするものです。 

 第２項で款項の区分及び金額は、次のページの第１表歳入歳出予算補正によるとしています。 

 次のページ、３７ページをお願いします。 

 まず、歳入からです。 

 １款１項国民健康保険税１１０万円の増額は、３０年１月末の調定額及び収納率により算定し

ました決算見込みによる補正でございます。 

 ３款の国庫支出金から７款の共同事業交付金までは、交付金等の申請及び交付決定通知による

増額補正でございます。 
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 ８款１項他会計繰入金１,０７０万９,０００円の増額は、保険基盤安定繰入金、財政安定繰入

金の増額によるもので、国への報告額、県からの通知額によるものです。 

 １０款諸収入２１５万８,０００円の増額は、延滞金、第三者納付金等の収入済額により補正

をしております。 

 続いて３８ページ、歳出でございます。 

 １款総務費３０万６,０００円の減額は、需用費、役務費等の決算見込み額によるものです。 

 ２款保険給付費１項療養諸費２,０００万円の減額、２項高額療養費５００万円の増額も決算

見込みによる増額補正です。 

 ３款後期高齢者支援金等から６款介護納付金までは、社会保険診療報酬支払基金からの確定通

知による増額補正で、７款共同事業拠出金は国保連合会からの確定通知による減額補正でござい

ます。 

 ８款１項特定健康診査等事業費９２万９,０００円の減額は、決算見込みによる補正を、９款

１項償還金及び還付加算金３,１３３万４,０００円の増額は、療養給付費等国庫負担金の返還金

で、国の確定通知による補正です。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第１３号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１３号平成２９年度須恵町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）を文教厚生委員会に付託します。 

 ここでお諮りいたします。暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。再開を１１時

１０分といたします。休憩に入ります。 

午前11時01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第１４号

○議長（三  良人）  議案第１４号平成２９年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）を議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。梅野住民課長。 

○住民課長（梅野  猛）  議案書の１２ページをお願いいたします。 

 議案第１４号平成２９年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）についてでござ

います。 

 地方自治法の規定により別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものです。 

 内容につきましては、別冊の平成２９年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。 

 補正予算書の５５ページをお願いいたします。 

 平成２９年度須恵町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６１万１,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を３億２,０００万円とするものです。 

 第２項で、款項の区分及び金額は、次のページの第１表歳入歳出予算補正によるとしています。 

 次のページ、５６ページをお願いします。 

 まず、歳入からです。 

 １款１項後期高齢者医療保険料９３０万円の減額は、２９年１月末の調定額及び収納率により

算定をしました決算見込みによる補正です。 

 ３款１項他会計繰入金３万４,０００円の減額は、事務費繰入金及び広域連合からの通知され

ました保険基盤安定繰入金の補正です。 

 ４款１項繰越金１,４４１万５,０００円の増額は、前年度の保険料繰越金１,２５８万

６,０００円を含めたところの補正です。 

 ５款諸収入５３万円の増額は、決算見込みによる補正です。 

 次に、歳出です。 

 ５７ページをお願いいたします。 

 １款２項徴収費２４万円の減額は、３町の共同発注により印刷製本の単価が下がったことによ

る執行残の減額を。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金６２６万９,０００円の増額は、歳入歳出予算の保険

料、前年度保険料繰越金などの合計で、福岡県後期高齢者医療広域連合へ納付します負担金の補

正となります。 

 ４款予備費は全額減額しております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第１４号を文教厚生委員会に付託したいと



21 

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１４号平成２９年度須恵町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第３号）を文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第１５号

○議長（三  良人）  日程第１０、議案第１５号平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  議案書の１３ページをお願いします。 

 議案第１５号平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）でございます。 

 平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出し、本議

会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の補正予算書の６４ページをお願いします。 

 平成２９年度須恵町の公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額からそれぞれ６０６万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ１１億７３２万３,０００円とするものでございます。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の金額は、第１表歳入歳出予

算補正により御説明いたします。 

 地方債の補正。第２条、地方債の変更は、第２表地方債補正により御説明いたします。 

 繰越明許費。第３条、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第３表繰越明許費に

より御説明いたします。 

 ６５ページをお願いします。 

 歳入です。 

 主なものは、１款１項負担金、補正額３,３００万円は、決算見込みにより受益者負担金を増

額補正しております。 

 ２款１項使用料、補正額５２０万円も決算見込みにより増額補正しております。 

 ５款１項他会計繰入金、補正額マイナス２,１８９万８,０００円は、一般会計繰入金の収支調

整による減額でございます。 

 ７款諸収入２項還付消費税、補正額１９７万５,０００円は、前年度の還付消費税が確定しま
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したので増額するものでございます。 

 ８款１項町債、補正額マイナス２,４９０万円は下水道事業債で、これは町工事量の減及び水

道補償費の減、落札残等に伴う減額補正でございます。 

 ６６ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 １款１項総務管理費、補正額１,９３２万７,０００円は、委託料、負担金補助及び交付金、補

償費の執行残で７５０万円を減額し、下水道施設整備基金積立金２,６８２万７,０００円を計上

し、これらを差し引いた補正でございます。 

 ２款１項下水道事業費、補正額マイナス１,９２０万円は、委託料、工事請負費の落札残及び

負担金、補償補填及び賠償金の不用額を減額補正するものでございます。 

 ６７ページをお願いします。 

 第２表地方債補正でございます。 

 １、変更。起債の目的、下水道事業債、多々良川流域下水道建設費負担金分、限度額

３,０７０万円を２,０９０万円に変更。これは、平成２９年度流域下水道建設費の確定による減

額補正でございます。 

 次に、多々良川流域関連公共下水道分、限度額２億１,４９０万円を１億９,９８０万円に変更。

これは、町工事量の減及び水道補償費の減、落札残等による減額でございます。 

 起債の方法、利率、償還の方法等の変更はございません。 

 ６８ページをお願いします。 

 第３表繰越明許費。 

 ２款下水道事業費１項下水道事業費、事業名、公共下水道事業管渠築造工事、金額

５,５００万円は、上須恵地区管渠築造工事について、河川占用許可を得られず２９年度中に着

工できなかったため翌年度に繰り越すものでございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第１５号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１５号平成２９年度須恵町公共下

水道事業特別会計補正予算（第４号）を総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第１６号
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○議長（三  良人）  日程第１１、議案第１６号平成２９年度須恵町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  それでは議案書の１４ページをお願いいたします。 

 議案第１６号平成２９年度須恵町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 平成２９年度須恵町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出し、本

議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の補正予算書の７７ページをお願いします。 

 平成２９年度須恵町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額からそれぞれ２８万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ７,８７１万８,０００円とするものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の金額は、第１表歳入歳出

予算補正により御説明いたします。 

 ７８ページをお願いします。 

 歳入です。 

 １款１項分担金、補正額１３万９,０００円は、決算見込みにより受益者分担金を増額補正し

ております。 

 ３款１項他会計繰入金、補正額マイナス３８３万７,０００円は、一般会計繰入金の収支調整

による減額でございます。 

 ４款１項繰越金、補正額３４１万６,０００円は、前年度の繰越額が確定しましたので増額す

るものでございます。 

 ７９ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 ３款１項公債費、補正額マイナス２８万２,０００円は、平成２８年度の町債借入額の確定に

伴う減額でございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第１６号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１６号平成２９年度須恵町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第１７号

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第１７号平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第

４号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  それでは議案書の１５ページをお願いします。 

 議案第１７号平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第４号）でございます。 

 平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出し、本議会の議決を

求めるものでございます。 

 別冊の補正予算書の８４ページをお願いします。 

 第１条、平成２９年度須恵町の水道事業会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでござい

ます。 

 収入。 

 第１款第１項営業収益、補正額１,５００万円は、手数料の決算見込みによる増額でございま

す。 

 支出。 

 第１款第１項営業費用、補正額マイナス４５０万円。主なものは原浄費及び配給費の委託料、

材料費、修繕費、路面復旧費、受水費等の決算見込みによる減額でございます。 

 第２項営業外費用、補正額マイナス６０万円。前年度に借り入れた企業債の利率の確定に伴う

減額でございます。 

 第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでござい

ます。 

 収入。 

 第１款第１項負担金、補正額マイナス４００万円は、移設補償費に伴う工事負担金の減額でご

ざいます。 

 第２項企業債、補正額マイナス２,６３０万円は、緊急時用連絡管布設工事に伴う企業債の減

額でございます。 

 支出。 

 第１款第１項改良費、補正額マイナス４,５００万円は、配水管等施設改良に伴う工事請負費
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の工事量の減による減額でございます。 

 第３条の括弧書きで、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億３,５７７万円は、

損益勘定留保資金で補填するものでございます。 

 ８５ページをお願いします。 

 第４条、予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正するものでございます。 

 起債の目的、水道事業債、変更前限度額１億６,５２０万円を変更後１億３,８９０万円に、緊

急時用連絡管布設工事に伴う企業債の減額でございます。 

 起債の方法、利率、償還の方法等の変更はございません。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第１７号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１７号平成２９年度須恵町水道事

業会計補正予算（第４号）を総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１８号

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第１８号須恵町西作業所設置条例の制定についてを議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。長澤健康福祉課長。 

○健康福祉課長（長澤 義一）  おはようございます。議案書１６ページでございます。 

 議案第１８号須恵町西作業所設置条例の制定についてでございます。 

 提案理由。旧西幼稚園園舎を新たに須恵町西作業所として設置し、必要な事項を定めるため、

当該条例を制定する必要が生じたので提案するものでございます。 

 次の１７ページをお願いします。 

 須恵町西作業所設置条例。 

 第１条、設置。 

 第２条、名称及び位置。 

 附則、この条例は平成３０年４月１日から施行するものでございます。 

 以上のとおり、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第１８号を文教厚生委員会に付託したいと
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思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１８号須恵町西作業所設置条例の

制定についてを文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第１９号

○議長（三  良人）  日程第１４、議案第１９号須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。梅野住民課長。 

○住民課長（梅野  猛）  議案書の１８ページをお願いいたします。 

 議案第１９号須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例です。 

 この条例について、別紙のとおり提出するものです。 

 提案理由です。国民健康保険税の税率の改定を行うため、並びに地方税法及び航空機燃料譲与

税法の一部を改正する法律が公布され、地方税法の一部を改正する法律が平成３０年４月１日か

ら施行されることに伴い、当該条例の一を改正する必要が生じたので提案するものです。 

 １９ページ、２０ページに改め分、２１ページ以降に新旧対照表をつけております。 

 詳細については新旧対照表で説明いたします。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 第３条、課税額について。第１項の構成を変更し、第１号では基礎課税額、医療費給付分のこ

とですけれど、について、第２号では、後期高齢者支援金等課税額について、第３号については、

介護納付金課税額について、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てる旨改正して

おります。 

 また、次のページ、２項、３項、４項は、それぞれを示す第１項の号番号を追加しております。 

 第４条、第６条、次のページの第６条の２では、基礎課税額の税率を改定し、第９条から第

１０条の２で介護納付金課税額の税率の改定を行うものです。 

 一番下の第１５条から２５ページの第２５条前段までは、文言、読点の追加と精査による改正

を。 

 第２５条第１項で、７割軽減の世帯の納税義務者について。 

 次のページ、２６ページの第２号で、５割軽減世帯の納税義務者について。一番下の第３号で、

２割軽減世帯の納税義務者について、被保険者均等割額、世帯別平等割額から減額する額の改定

を税率改定に伴い行うものです。 

 ２７ページ中央、第２５条の２から最後のページ、３１ページの同条１３項までは精査による
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改正です。 

 ２０ページに戻っていただいて、下のほうですけど、附則第１項でこの条例は平成３０年４月

１日から施行するとし、２項でこの条例の規定は平成３０年以降の国民健康保険税に適用し、平

成２９年度分までは従前の例によるとしております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第１９号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１９号須恵町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例を文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第２０号

○議長（三  良人）  日程第１５、議案第２０号須恵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。梅野住民課長。 

○住民課長（梅野  猛）  議案書の３２ページをお願いいたします。 

 議案第２０号須恵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 この条例について、別紙のとおり提出するものです。 

 提案理由です。 

 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、

高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律が平成３０年４月１日から施行されるこ

とに伴い、当該条例の一部を改正する必要が生じたので提案するものです。 

 今回の改正は、後期高齢者医療制度加入時の住所地特例の見直しによる条文の追加と整備が主

なものです。 

 ３３ページに改め分、３４、３５ページに新旧対照表をつけております。詳細については、新

旧対照表で説明します。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 一番上の３条、須恵町が保険料を徴収すべき被保険者についての改正でございます。 

 第２号では、病院や診療所への入院してる被保険者について。 

 第３号及び第４号は、継続して２つ以上の病院に入院した場合の被保険者について。他の広域

連合との間でも準用する旨の文言を追加しております。 
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 第５号では、国保加入中に住所地特例対象施設に入所したものが７５歳に到達したときの住所

地特例の見直しがなされています。 

 次に、附則の第２条、次のページをお願いします。 

 これは、後期高齢者医療制度が始まった際に被用者保険等の被扶養者だったものが、後期高齢

者医療の被保険者になったことによる平成２０年度のみの保険料の納付時期の特例措置について

削除が行われたものです。 

 その下、附則第２条が削除されましたので、第３条は第２条へ条ずれいたします。 

 ３３ページ戻っていただいて、中ほどです。附則です。この条例は平成３０年４月１日から施

行するとしております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第２０号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２０号須恵町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例を文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第２１号

○議長（三  良人）  日程第１６、議案第２１号須恵町国民健康保険条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。梅野住民課長。 

○住民課長（梅野  猛）  議案書の３６ページをお願いいたします。 

 議案第２１号須恵町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 この条例について、別紙のとおり提出するものです。 

 提案理由です。 

 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、

国民健康保険法の一部を改正する法律が平成３０年４月１日から施行されることに伴い、当該条

例の一部を改正する必要が生じたので提案するものです。 

 今回の改正は、町の附属機関である国民健康保険運営協議会の名称変更と文言の追加です。 

 ３７ページに改め分、３８ページに新旧対照表をつけております。 

 詳細は新旧対照表で説明いたします。 

 ３８ページをお願いいたします。 
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 目次及び見出しを含む条文内の須恵町が行う国民健康保険を、須恵町が行う国民健康保険の事

務にの「事務に」を追加する形です。 

 それと、国民健康保険運営協議会を国民健康保険事業の運営に関する協議会に改正するもので

す。 

 ３７ページに戻っていただいて、中ほど附則です。この条例は、平成３０年４月１日から施行

するとしております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第２１号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２１号須恵町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例を文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第２２号

○議長（三  良人）  日程第１７、議案第２２号須恵町固定資産評価員の選任についてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  ３９ページでございます。 

 議案第２２号須恵町固定資産評価員の選任についてでございますが、須恵町固定資産評価員に

下記の者を選任したいので、地方税法第４０４条第２項の規定によりまして本議会の同意を求め

るものでございます。 

 住所、糟屋郡須恵町大字植木３５３番地、氏名、今泉俊裕、生年月日、昭和３１年１０月１日、

任期、平成３０年４月１日から前任者の残任期間でございます。 

 提案理由としては、現在固定資産評価員であります平松秀一氏が３０年３月３１日をもって辞

任のために、その後任について提案するものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。討論を省略し、これより採決を行います。本案に
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御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第２２号須恵町固定資産評価員の選任

については、原案のとおり可決し、同意することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第２３号

日程第１９．議案第２４号

日程第２０．議案第２５号

日程第２１．議案第２６号

日程第２２．議案第２７号

日程第２３．議案第２８号

○議長（三  良人）  日程第１８、議案第２３号平成３０年度須恵町一般会計予算の提出につい

て、日程第１９、議案第２４号平成３０年度須恵町国民健康保険特別会計予算の提出について、

日程第２０、議案第２５号平成３０年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出について、日

程第２１、議案第２６号平成３０年度須恵町公共下水道事業特別会計予算の提出について、日程

第２２、議案第２７号平成３０年度須恵町農業集落排水事業特別会計予算の提出について、日程

第２３、議案第２８号平成３０年度須恵町水道事業会計予算の提出について、以上６議案を一括

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第２３号について、満行総務課理事。 

○総務課理事（満行  誠）  議案書は４１ページをお願いします。 

 議案第２３号平成３０年度須恵町一般会計予算の提出について。 

 地方自治法第２１１条の規定により、一般会計予算書を別冊のとおり提出しますので、本議会

の議決を求めるものです。 

 では、別冊の平成３０年度の一般会計歳入歳出予算書、当初予算書で主な内容を御説明いたし

ます。１ページをお願いします。 

 平成３０年度須恵町の一般会計の予算は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８０億円と定める。前年度と

比較しますと３億５,０００万円、４.２％の減となっております。第２項、歳入歳出予算の款項

の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 地方債、第２条、地方債は第２表地方債による。 

 第３条、債務負担行為は第３表債務負担行為によります。 
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 一時借入金、第４条では、最高額を６億円と定め、歳出予算の流用、第５条では、給料、職員

手当等の人件費については同一款内で流用ができる旨を規定しております。 

 それでは、３ページの第１表歳入歳出予算をお願いします。 

 歳入予算額の中から、構成比が大きいものから順に３つほど、前年度と比較しながら申し上げ

てまいります。 

 なお、前年度比較につきましては、１１ページから１３ページの総括表、歳入歳出にも示して

おりますので、あわせて御参照ください。 

 まず、歳入予算で一番大きな割合を示します１款町税は、２８億３,３４７万６,０００円、歳

入全体の３５.４％でプラス２ポイントなっております。対前年度比較は４,４４５万円、

１.６％の増収を見込んでおります。 

 次に、９款地方交付税は１８億４,５００万円、歳入全体の２３.１％で、プラス０.４ポイン

トとなっております。対前年度比較は減額の５,５００万円、２.９％の減になります。 

 次の、４ページをお願いいたします。１３款国庫支出金は８億５,９１２万円、歳入全体の

１０.７％で、プラス０.３ポイントです。対前年度比較は減額の１,０７０万８,０００円、

１.２％の減になります。 

 以上の町税、地方交付税、国庫支出金で歳入予算のおよそ７割を占めることになります。 

 ほか、対前年度比較で大きく減額となっているところを２つほど申し上げます。 

 １７款繰入金が２億６,０００万円、２０款町債が１億３２０万円の大幅な減額となっており

ます。これは次の歳出でも御説明いたしますが、組合負担金や特別会計繰出金、建設事業費の減

額などが一つの要因でございます。 

 なお、町債の内容は後ほど第２表地方債で御説明いたします。 

 以上が主な歳入でございますが、安定的な財政運営に必要な財源と言われます１款の町税から

９款の地方交付税、いわゆる一般財源の割合は６５.９％で、２.９ポイント上昇しております。 

 次に、６ページをお願いいたします。歳出になります。 

 歳入と同様に、構成比が大きいものから順に４つほど、前年度と比較しながら申し上げます。 

 まず、３款民生費は３３億４３万８,０００円、歳出全体の４１.３％で、プラス１.６ポイン

トとなっております。対前年度比較は減額の１,７９５万円、０.５％の減になります。 

 平成３０年度に国民健康保険制度が大きく変わることから、国民健康保険特別会計への繰出金

がございます１項の社会福祉費が９,５００万円ほど減額となっております。 

 次に、１０款教育費１０億３,８３８万３,０００円、歳出全体の１３％で、プラス１.８ポイ

ントとなっております。対前年度比較は増額の１億７１９万４,０００円で、１１.５％の増にな

ります。３カ年計画で、須恵第三小学校校舎外壁防水改修工事などを行ってまいります。 
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 次に、２款総務費、４款衛生費と続きまして、その構成比は１１.６％、１１.４％とほとんど

差はございませんが、４款衛生費は清掃施設組合負担金が１億７００万円の大きな減額となって

いるため、対前年度比較では８.６％の減となっております。 

 また、歳出予算を性質別で見てみますと、道路改良工事請負費などの普通建設事業費が対前年

度比較で２億６,０００万円ほど減額となり、伸び率はマイナスの４３.３％となっておりまして、

前年度に比べ事業費を抑えた予算となっております。 

 ほか、いわゆる町の借金返済に当たります公債費は３,７００万円の減額、前年度に引き続き

マイナス６.６％となっております。 

 次に、８ページの第２表地方債でございます。 

 起債の目的を、限度額の大きいものから申し上げますと、臨時財政対策債３億２,０００万円

は、前年度とほぼ同額です。 

 次に、須恵第三小学校校舎改修事業債６,３７０万円、ほか道路改良事業債と続きまして全部

で７本、４億４,４５０万円の起債を上げております。起債の方法は証書借入、利率は４％以内、

償還の方法は記載のとおりでございます。 

 次に、９ページ、第３表債務負担行為は１件でございます。町内の防災行政無線整備工事に係

ります設計管理業務の委託でございます。期間は平成３０年度から平成３１年度まで、限度額

１,５００万円の債務負担行為を設定するものでございます。 

 以上のとおり、平成３０年度に必要な予算を提出いたしますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  次に、議案第２４号及び議案第２５号について、梅野住民課長。 

○住民課長（梅野  猛）  議案書の４２ページをお願いいたします。 

 議案第２４号平成３０年度須恵町国民健康保険特別会計予算の提出についてでございます。 

 地方自治法第２１１条の規定により別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものです。 

 内容につきましては、別冊の平成３０年度特別会計歳入歳出予算で説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３０億３,０００万円と定め

る。 

 ２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算によるとして

おります。 

 まず歳入から説明します。次の３ページをお願いいたします。 

 予算科目も大きく変わっておりますので、少額でも新規に計上したものについては説明させて

いただきます。 

 １款１項国民健康保険税、５億２,３９０万円、対前年度との予算の比較で１,４２０万
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２,０００円の減額です。税率改定後の数値で、平成３０年度、平均被保険者見込み数と平成

２０年中の所得により試算を行っております。 

 ３款１項国庫補助金は、災害臨時特例国庫補助金の頭出しの１,０００円です。新規計上で震

災による保険税の減免に対する補助金です。 

 ４款１項県補助金、２２億４,３５３万９,０００円の新規計上の保険給付費等県交付金で、町

が行う保険給付に必要な費用を県が交付するものです。 

 ２項財政安定化基金県交付金１,０００円は、国保財政の安定化のため県が設置した基金から、

災害や景気変動等特別な事情が生じた場合交付されるものです。 

 ５款１項他会計繰入金、２億６,１０２万９,０００円、対前年度比較９,９７７万８,０００円

の減額で、主に収支不足のその他一般会計繰入金の減額によるものです。 

 ８款１項財政安定化基金貸付金１,０００円は、県が設置した財政安定化基金から、保険給付

増や保険税収納不足により財源不足となった場合の貸付金です。 

 続きまして、４ページ、５ページの歳出をお願いします。 

 １款総務費、３,５３１万４,０００円は、人件費が主なものですが、医療費適正化及び収納率

向上特別対策費の予算の組みかえにより、対前年度比較１,７３７万３,０００円の減額となって

おります。 

 ２款保険給付費、２２億１,３５５万１,０００円、対前年度比較１億１,１５４万５,０００円

の減額です。 

 １項療養費、２項高額療養費が主なものですが、被保険者の減少により医療費総額も減少する

と見込んでいます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、７億４,４４０万４,０００円、これも３０年度から新しく計

上される科目で、県全体の保険給付費について国県費等の公費で賄われない部分を県内市町村で

分かち合う制度で、それぞれの市町村の医療水準や所得水準、年齢構成等で算定された額を県へ

納付するものです。 

 ５款財政安定化基金拠出金１,０００円は、基金からの交付金、貸付金により取り崩した額に

対して、政令で定めるところにより市町村が徴収されるものです。同時に県は、市町村総額の

３倍に相当する額を、国は県の３分の１を負担することになります。 

 ６款１項保健事業費、１,２４８万６,０００円、２項特定健康診査等医療費１,８９１万

４,０００円は、生活習慣病を中心とした疾病予防と医療費の伸びを抑制する予算と、特定健康

診査委託料及び受診率向上に向けた予算を計上しております。 

 ７款１項財政安定化基金償還金１,０００円は、基金から貸付を受けた場合の償還金です。 

 国民健康保険特別会計は以上です。 
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 次に、議案書４３ページです。 

 議案第２５号平成３０年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出についてでございます。 

 議案書は４３ページですけど、このまま当初予算書で説明させていただきます。予算書の

５７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３億２,６００万円と定める。 

 前年度と比較しますと、４.５％、１,４００万円の増額となっております。第２項歳入歳出の

款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算によるとしております。 

 次のページ、５９ページをお願いします。歳入でございます。 

 １款１項後期高齢者医療保険料、２億３,１００万円、対前年度比較１.６％の増でございます。

これは、福岡県後期高齢者医療広域連合が試算いたしました額を計上しております。 

 ３款１項他会計繰入金、１３１万８,０００円は、歳出に計上しておりますシステム改修業務

委託料に対する補助金です。 

 ４款１項他会計繰入金９,３６２万４,０００円、対前年度比較１０.６％の増でございます。

人件費を含む事務費に係ります繰入金と、保険料軽減分に相当いたします保険基盤安定繰入金を

計上しております。 

 次のページ、６０ページをお願いします。歳出でございます。 

 １款総務費９１２万９,０００円、対前年度比較６２.８％の増でございます。職員１人分の人

件費と後期高齢者医療保険料、軽減特例見直しに伴うシステム改修業務委託料が主なものでござ

います。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金３億１,５２１万８,０００円、対前年度比較３.４％

の増でございます。歳入の保険料、保険基盤安定繰入金などで収納いたしたものを広域連合へ納

付するものでございます。 

 以上、３０年度後期高齢者医療特別会計の主な予算でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  昼食時間にかかると思いますが、このまま議事を進行したいと思いますが。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしですね、はい。 

 続いて、議案第２６号から議案２８号について、世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  それでは、別冊の特別会計歳入歳出予算書の８５ページをお願い

します。 

 議案第２６号平成３０年度須恵町公共下水道事業特別会計予算についてでございます。 

 平成３０年度須恵町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額は、それぞれ１１億８,３００万円と定めるもので
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ございます。 

 第２項歳入歳出予算の款項の区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算により御説明いたします。 

 地方債第２条、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地

方債により御説明いたします。 

 次の８７ページをお願いします。 

 歳入の主なものは、１款分担金及び負担金１項負担金、１,３３２万１,０００円、前年比

２５.９％の減は、供用開始面積の減によるものでございます。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料、２億６,０３９万４,０００円、前年比５.９％の増は、前

年度実績による増及び共同住宅の使用開始分を見込んでおります。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金、１億２,１００万円、前年比５.５％の減でございます。 

 ５款繰入金１項他会計繰入金、３億７０７万９,０００円、前年比３.２％の増でございます。 

 ２項基金繰入金、３,１６９万６,０００円、前年比４.２％の減は、平成２６年度から２９年

度までの基金積み立てから当該年度の平成３０年度への基金へ繰り入れるものでございます。 

 ７款諸収入２項還付消費税、３００万円、前年度と同額でございます。 

 ８款町債１項町債、４億４,６５０万円、前年比１７.０％の増でございます。管渠築造工事等

の増によるものでございます。 

 次の８８ページをお願いします。 

 歳出の主なものは、１款総務費１項総務管理費、２億１９５万３,０００円、前年比０.７％の

減は受益者負担金前納報奨金の減によるものでございます。 

 ２款１項下水道事業費、５億４９６万３,０００円、前年比１４.４％の増は、管渠築造工事請

負費並びに修繕料等の増によるものでございます。 

 ３款１項公債費、４億７,５３０万円、前年比３.０％の増は、償還据置終了後の償還元金の増

によるものでございます。 

 次の８９ページをお願いします。 

 第２表地方債、起債の目的、下水道事業債。多々良川流域下水道建設費負担金分、限度額

２,８４０万円、多々良川流域関連公共下水道分、２億８,１１０万円、資本費平準化債、公共下

水道分、６,９３０万円、資本費平準化債、流域下水道分、２,１２０万円。特別措置分、

４,６５０万円。起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりでございます。 

 続きまして、１２１ページをお願いします。 

 議案第２７号平成３０年度須恵町農業集落排水事業特別会計予算の提出についてでございます。 

 平成３０年度須恵町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額は、それぞれ８,５００万円と定めるものでござい
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ます。 

 第２項歳入歳出予算の款項の区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算により御説明いたします。 

 地方債第２条、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地

方債により御説明いたします。 

 次の１２３ページをお願いします。 

 歳入、主なものは、２款使用料及び手数料１項使用料、７２３万８,０００円、前年比０.８％

の増は、前年度実績による増を見込んでおります。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金、５,３６５万２,０００円、前年比１０.８％の増でございます。 

 ６款町債１項町債、２,４１０万円、前年比３.０％の増でございます。 

 次の１２４ページをお願いします。 

 歳出の主なものは、２款１項農業集落排水事業費、２,１７１万５,０００円、前年比

４８.７％の増は、施設修繕料の増によるものでございます。 

 ３款１項公債費、６,２２３万９,０００円、前年比１.２％の減は償還利子の減によるもので

ございます。 

 次の１２５ページをお願いします。 

 第２表地方債、起債の目的、下水道事業債、資本費平準化債、限度額２,４１０万円、起債の

方法、利率、償還の方法は、記載のとおりでございます。 

 続きまして、別冊の水道事業会計予算書の１ページをお願いします。 

 議案第２８号平成３０年度須恵町水道事業会計予算についてでございます。 

 第１条、平成３０年度須恵町の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。（１）給水戸数１万６９６戸、前年比３.２％

増の見込みでございます。（２）年間総給水量、２６７万７,４９５立方メートル、前年比

０.２％の増の見込みでございます。（３）年間有収水量、２５１万１,４９１立方メートル、前

年比０.７％増の見込みでございます。（４）１日平均給水量、７,３３５立方メートル、前年比

０.２％増の見込みでございます。（５）建設改良事業費、１億５,９８０万９,０００円、前年

比４９.４％減の見込みでございます。これは、配水施設改良事業の減によるものでございます。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。収入は第１款水道事業収益、

６億４,７５５万２,０００円、前年比０.９％の増、主なものは営業収益のうち給水申込加入金

の増によるものでございます。 

 支出は、第１款水道事業費、５億７,３３９万７,０００円、前年比３.３％の増、主なものは、

営業費用のうち原浄費の受水費及び減価償却費等の増によるものでございます。 

 次の２ページをお願いします。 
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 第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。収入は第１款資本的収入、

３,５００万円、前年比８５.５％の減、緊急時用連絡管事業が平成２９年度で終了することに伴

う国庫補助金及び企業債の減によるものでございます。 

 支出は、第１款資本的支出、２億３,７７３万６,０００円、前年比３９.３％の減、これも緊

急時用連絡管事業の終了に伴う減によるものでございます。 

 第４条の括弧書きで、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億２７３万

６,０００円は、損益勘定留保資金で補填するものでございます。 

 第５条、次に掲げる経費の流用については、議会の議決を得なければならない。（１）職員給

与費、９,２１４万３,０００円、前年比２.３％の減は人事異動によるものでございます。

（２）交際費、１０万円、前年と同額でございます。 

 第６条、棚卸資産の購入限度額は５００万円と定める。これは、量水器の購入限度額でござい

ます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第２３号から議案第２８号については、先

ほど設置した予算審査特別委員会に付託し審査することにしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２３号から議案第２８号は予算審

査特別委員会に付託し審査することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（三  良人）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は３月７日午前１０時から行います。 

 本日はこれにて散会します。 

午後０時11分散会 

────────────────────────────── 


